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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像、音声信号を含む信号を受信する複数のインタフェースと、
　前記複数のインタフェースに接続され、接続されたインタフェースに所定の機能を提供
する機能ブロックと、を備え、
　前記複数のインタフェースのいずれかのインタフェースにおいて前記機能ブロックが提
供する機能の使用が開始されると、当該インタフェース以外のインタフェースと前記機能
ブロックとの信号伝達を切断し、
　前記機能ブロックが提供する機能の使用が開始されたインタフェース以外のインタフェ
ースにおける前記機能ブロックが提供する機能の使用要求を受信すると、前記機能ブロッ
クが提供する機能が使用不可能であることを伝達する映像機器。
【請求項２】
　映像、音声信号を含む信号を受信する第１のインタフェースと、
　映像、音声信号を含む信号を受信する第２のインタフェースと、
　前記第１のインタフェース又は前記第２のインタフェースに接続され、接続されたイン
タフェースに所定の機能を提供する機能ブロックと、
を備え、
　前記第１のインタフェースにおいて前記機能ブロックが提供する機能の使用が開始され
ると、前記第２のインタフェースと前記機能ブロックとの信号伝達を切断し、前記第２の
インタフェースにおける前記機能ブロックが提供する機能の使用要求を受信すると、前記
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機能ブロックが提供する機能が使用不可能であることを伝達する映像機器。
【請求項３】
　請求項１又は２の映像機器であって、
　インタフェースの機能を伝達する機能伝達部を備え、
　前記インタフェースはＨＤＭＩであり、
　前記機能伝達部がＥＤＩＤを用いて前記インタフェースの機能を伝達する映像機器。
【請求項４】
　請求項１又は２の映像機器であって、
　インタフェースを介して接続された他の機器との間で制御信号を送受信する制御信号送
受信部を有し、
　前記インタフェースはＨＤＭＩであり、
　前記制御信号送受信部がＣＥＣラインを介して前記インタフェースの機能を伝達する映
像機器。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかの映像機器であって、
　インタフェースで受信した映像信号に所定の表示を合成する画像合成部を有し、
　前記所定の表示は、前記機能ブロックの機能が提供されたインタフェースの表示である
映像機器。
【請求項６】
　請求項１～４のいずれかの映像機器であって、
　前記機能ブロックの機能が提供されたインタフェースを表示する表示部を有する映像機
器。
【請求項７】
　映像、音声信号を含む信号を受信する複数のインタフェースと、
　前記複数のインタフェースに接続され、接続されたインタフェースに所定の機能を提供
する機能ブロックと、
　制御信号を送受信する制御信号送受信部と、
　前記制御信号送受信部で受信する制御信号から前記複数のインタフェースのいずれかの
インタフェースに接続された機器の種類を判別し、接続された機器が前記機能ブロックの
提供する機能を利用可能であった場合に、当該インタフェースと前記機能ブロックとを接
続するように制御する制御部と、を有する映像機器。
【請求項８】
　請求項７の映像機器であって、
　前記複数のインタフェースの機能を当該インタフェースに接続された機器に伝達する機
能伝達部を有し、
　前記機能伝達部は前記機能ブロックの機能を有するインタフェースに接続された機器に
当該機能を伝達する映像機器。
【請求項９】
　請求項７又は８の映像機器であって、
　前記複数のインタフェースはＨＤＭＩであり、
　前記制御信号送受信部で送受信する信号はＣＥＣである映像機器。
【請求項１０】
　請求項８の映像機器であって、
　前記複数のインタフェースはＨＤＭＩであり、
　前記機能伝達部はＥＤＩＤを用いて機能を伝達する映像機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　技術分野は、例えばＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interface）などのインタ
フェースを複数個備えた映像機器に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　ＨＤＤ（Hard Disc Drive）レコーダや、ＳＴＢ（Set Top Box）などの映像源から、Ｔ
Ｖやモニタ、プロジェクタ等の表示機器へ、直接あるいはオーディオシステムを経由して
、非圧縮映像信号と音声信号を同時に伝送する通信インタフェースとして、ＨＤＭＩが普
及している。
【０００３】
　特許文献１には、「互換性を保ちつつ、高速で双方向の通信を行うことができるように
する」ことを課題とし、その解決手段として「ＨＤＭＩソース７１とＨＤＭＩシンク７２
とがCECライン８４および信号線１４１を用いて双方向のIP通信を行う場合、切換え制御
部１２１は、データの送信時において、スイッチ１３３により変換部１３１からの差動信
号を構成する部分信号が選択され、データの送信時において、スイッチ１３３によりレシ
ーバ８２からの差動信号を構成する部分信号が選択されるようにスイッチ１３３を制御し
、CECライン８４だけを用いて双方向の通信を行う場合、切換え制御部１２１は、スイッ
チ１３３によりＨＤＭＩソース７１またはレシーバ８２からのCEC信号が選択されるよう
に、スイッチ１３３を制御する」（特許文献１要約参照）ことが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１０５３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ＨＤＭＩを介して映像、音声信号が入力される映像機器は、ＨＤＭＩを介して入力され
る信号を処理する能力を示すＥＤＩＤ（Extended Display Identification Data）を有し
ており、その情報をＨＤＭＩを介して映像、音声信号を出力する映像源が読み取ることに
よって、映像機器に最適なフォーマットの映像・音声信号を伝送できる。さらに、ＨＤＭ
Ｉを有する映像機器間で双方向の通信を実現するＣＥＣ（Consumer Electronics Control
）によって、映像機器間の連係動作を実現することができる。
【０００６】
　このＨＤＭＩへ新たな機能として、高速IP通信を追加することが、特許文献１に記載さ
れている。このように、インタフェースは次々に機能を拡張して使い勝手向上をめざして
いる。
【０００７】
　一方、ＴＶやモニタなどの映像機器は、各種映像源の増加と共に、各種の映像入力イン
タフェースを持つと共に、複数のＨＤＭＩ入力を持ち始めている。
【０００８】
　しかし、上述のように機能が増加して高度化したＨＤＭＩなどのインタフェースを多数
有するＴＶ等の映像機器においては、インタフェースが複雑化し、高コスト化するという
課題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明の一実施の態様は、例えば特許請求の範囲に記載さ
れた発明を用いる。
【発明の効果】
【００１０】
　上記手段によれば、低コストでユーザの使い勝手が向上する映像機器を提供することが
できる。具体的には、必要最小限の機能ブロックで映像機器を構成でき、シンプルで低コ
ストなインタフェースを提供できる。さらに、ユーザによる設定を最小限とし、機器同士
の接続においてユーザが複数あるＨＤＭＩなどのインタフェースのうちどのインタフェー
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スにケーブルを接続すべきかを気にする必要がなくなり、ユーザの使い勝手が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施例の映像機器の構成と接続形態の一例を示す図である。
【図２】本実施例の映像機器における処理の一例を示すフローチャートである。
【図３】本実施例の映像機器における処理の一例を示すフローチャートである。
【図４】本実施例の映像機器における処理の一例を示すフローチャートである。
【図５】本実施例の映像機器のメッセージ表示画面の一例である。
【図６】本実施例の映像機器のメッセージ表示画面の一例である。
【図７】本実施例の映像機器のメッセージ表示画面の一例である。
【図８】本実施例の映像機器の接続形態の一例と、メッセージ表示画面の一例を示す図で
ある。
【図９】本実施例の映像機器の接続形態の一例と、メッセージ表示画面の一例を示す図で
ある。
【図１０】本実施例の映像機器のＬＥＤの配置の一例を示す図である
【図１１】本実施例の映像機器の構成と接続形態の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、実施例について説明する
【実施例１】
【００１３】
　図１は、第１の実施例を示す説明図であって、映像源１１及び１２が、表示機器２１と
ＨＤＭＩケーブル３１及び３２を介して接続されている。映像源１１と１２は、それぞれ
映像・音声送信部１１１と１２１、読出し部１１２と１２２、ＣＥＣ通信部１１３と１２
３、通信部１１４と１１５から構成されるＨＤＭＩ出力を一つずつ有する。映像源１１、
１２は、例えばＨＤＤレコーダや、ＳＴＢなどである。
【００１４】
　なお、映像源と表示機器とを総称して映像機器とも表現する。また、表示機器２１は表
示部を含む構成としているが、必ずしも表示部を含む必要は無く、表示部の代わりに他の
表示装置に映像信号を出力する出力部を有する構成としてもよい。
【００１５】
　表示機器２１は、ＨＤＭＩ入力１と２とを有する。そして、ＨＤＭＩ入力１と２とはそ
れぞれ映像・音声受信部２１１と２１５、ＥＤＩＤ部２１２と２１６、スイッチ２１４と
２１７を有し、ＣＥＣ通信部２１３はＨＤＭＩ入力１と２とで共用している。
【００１６】
　複数のＨＤＭＩ入力で共用する機能ブロック（以下、「共通インタフェース機能ブロッ
ク」とも言う。）として、通信部２２０を有し、スイッチ２１４とスイッチ２１７で複数
あるＨＤＭＩ入力のいずれかにこれらの機能を提供するかを切換える。２１８は設定記憶
部、２１９は制御部、２２１は映像・音声の切換スイッチ、２２２はＯＳＤ（On Screen 
Display）部、２２３は表示部である。
【００１７】
　ＨＤＭＩケーブル３１と３２はそれぞれ映像・音声データを伝送するＴＭＤＳ（Transi
tion Minimized Differential Signaling）ライン３１１と３２１、ＥＤＩＤデータを伝
送するＤＤＣ（Display Data Channel）ライン３１３と３２３、信号線３１４と３２４で
構成される。
【００１８】
　まず、高速双方向伝送を例にとって説明する。表示機器２１は複数のＨＤＭＩ入力を有
するが、高速双方向伝送を実現する通信部２２０は１個である。図１の例では、スイッチ
２１４が接続されているので、ＨＤＭＩケーブル３１が接続されるＨＤＭＩ入力において
高速双方向通信が可能となる。高速双方向通信が可能であることを、ＨＤＭＩの受信能力
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を伝達するＥＤＩＤ２１２に登録し、相手の映像源１１へ伝える。なお、ＥＤＩＤ部は機
能伝達部又は能力伝達部、ＣＥＣ通信部は制御信号送受信部、ＯＳＤ部は画像合成部とも
いう。
【００１９】
　一方、通信部２２０は同時に複数の相手への通信できない場合、スイッチ２１７を非接
続とし、現在高速双方向通信が不可能であることをＥＤＩＤ２１６に登録し、相手の映像
源１２へ伝える。これによって、映像源１２は、通信部１２４の機能を休止させる。
【００２０】
　なお、スイッチ２１４とスイッチ２１７の接続が入れ替わった場合、すなわちスイッチ
２１４が非接続、スイッチ２１７が接続の状態になった場合は、高速双方向通信が不可能
となったことをＥＤＩＤ２１２に、高速双方向通信が可能となったことをＥＤＩＤ２１６
に再度登録する。
【００２１】
　このように、共通インタフェース機能ブロックとしての通信部２２０とＨＤＭＩ入力部
間をスイッチで切換え、受信能力を伝達するＥＤＩＤに通信部２２０の利用の可否、すな
わち高速双方向通信が可能であるか否かを登録することにより、ＨＤＭＩ入力１と２で高
速双方向伝送機能を切換えて利用することができる。これにより高速双方向通信を実現す
る表示機器の通信部を複数設ける必要が無くるため、回路構成を簡素化でき、合理化でき
る効果がある。
【００２２】
　なお、この切換えは、ユーザが表示機器２１のＯＳＤ部２２２が出力する設定メニュー
を見て設定してもよいし、先着順で切換えてもよい。また、ＨＤＭＩ入力、表示機器の通
信部の個数は上記に限定されず、ＨＤＭＩ入力の数よりも表示機器の通信部の数が少ない
場合には、上述と同様にスイッチを用いて表示機器の通信部とＨＤＭＩ入力との接続、非
接続を切換えることで、高速双方向伝送機能を切換えて利用することができる。これによ
り、ＨＤＭＩ入力の数よりも表示機器の通信部の数を減らすことができ、回路構成の簡素
化、合理化が可能となる。
【００２３】
　ＨＤＭＩ入力１に高速双方向伝送機能を割当てた場合は、その旨をユーザに通知するよ
う制御部２１９が表示機器２１を制御する。例えば、図５に示すメッセージ表示をＯＳＤ
部２２２で合成してユーザに伝えるように制御したり、表示機器２１に高速双方向伝送機
能の割当を示すＬＥＤ等の発光部を設け、当該発光部の発光を制御したりすればよい。
【００２４】
　また、高速双方向伝送機能をＨＤＭＩ入力２に割当て変更した場合は、例えば図６に示
すメッセージをＯＳＤ部２２２で合成してユーザに伝えるよう制御してもよい。さらに、
ＨＤＭＩ入力が複数ある場合は、図７のように、一覧表示させてもよい。
【００２５】
　次に表示機器の通信部２２０とＨＤＭＩ入力との接続の切換えについて、先着順で切換
える方式を、図２のフローチャートを用いて説明する。図２において、ＥＤＩＤ－１は図
１のＥＤＩＤ部２１２の登録内容、ＥＤＩＤ－２は図１のＥＤＩＤ部２１６の登録内容を
示す。ＨＰＤ-1とＨＰＤ-2は、図１では図示していないが、ＨＤＭＩ仕様で定義されてい
るＥＤＩＤ読出し可否を示すＨＰＤ（Hot Plug Detect）信号に相当する。ＨＰＤ－１＝
“Ｈ”でＥＤＩＤ-1の読出し可、ＨＰＤ－１＝“Ｌ”でＥＤＩＤ－１の読出し不可を示す
信号である。
【００２６】
　初期状態５０１において、ＨＰＤ－１とＨＰＤ－２はいずれも“Ｈ”（ＥＤＩＤ読出し
可能状態）でＥＤＩＤ－１とＥＤＩＤ－２共に、通信機能ありを示している。ここで、入
力１の通信が始まると、状態５０２に移行する。
【００２７】
　ＨＰＤ－２＝“Ｌ“（ＥＤＩＤ－２読出し不可）としてＥＤＩＤ－２の状態を通信機能
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なしに変更後、ＨＰＤ－２＝”Ｈ”（ＥＤＩＤ－２読出し可）へ設定し、接続先の映像源
１２へ伝える。入力１の通信が終了すると、状態５０３へ移行する。ＨＰＤ－２＝“Ｌ“
（ＥＤＩＤ－２読出し不可）としてＥＤＩＤ－２の状態を通信機能ありに変更後、ＨＰＤ
－２＝”Ｈ”（ＥＤＩＤ－２読出し可）へ設定し、初期状態５０１と同じ状態になる。
【実施例２】
【００２８】
　受信能力の伝達について、ＣＥＣを使った第２の実施例を、図３のフローチャートを用
いて説明する。初期状態５１１において、図１の記憶部２１８に、入力１と２共に通信機
能待機状態と登録し、スイッチ２１４とスイッチ２１７を非接続状態とする。
【００２９】
　ＣＥＣで入力１の通信要求がくると、状態５１２へ移行する。入力１の通信開始と入力
２の通信停止を記憶部２１８へ登録し、スイッチ２１４を接続して通信を開始する。ＣＥ
Ｃで入力２の通信要求が来ると、状態５１３に示すように、入力端子２に通信機能が無い
ことをＣＥＣで返答し、状態５１２へ戻る。
【００３０】
　さらに、ＣＥＣで入力１の通信終了指示があるか、入力１の通信が終了した場合は、初
期状態５１１へ移行する。どの状態にあるかは、記憶部２１８の設定を参照すればわかる
。このようにすることで、ユーザの手をわずらわせることなく、自動的に共通インタフェ
ース機能ブロックの機能の設定変更ができる。
【実施例３】
【００３１】
　次に、映像源１１が映像源兼オーディオアンプであることを想定し、音声信号伝送を例
にとって第３の実施例を説明する。表示機器２１が映像源１２を選択して、ＴＭＤＳライ
ン３２１から映像・音声信号を受けている場合、表示機器２１は映像源１２から来る映像
信号を表示できるが、映像源１２から来る音声信号をオーディオアンプである映像源１１
へ伝送する仕組みが無いと、オーディオアンプでの高音質再生ができない。これは、ＴＭ
ＤＳライン３１１は、オーディオアンプである映像源１１から表示機器２１へ映像・音声
伝送を行えるが、逆の伝送が出来ないからである。表示機器か２１からオーディアオアン
プである映像源への音声伝送のこの新たな仕組みとして、通信部１１４と２２０を使うこ
とが考えられる。
【００３２】
　この場合、ＣＥＣの仕組みから、映像源１１と映像源１２のどちらがオーディオアンプ
であるかは、映像機器の種別を示すＣＥＣの論理アドレスを見れば容易に判明する。この
動作を図４のフローチャートを用いて説明する。
【００３３】
　初期状態５２１において、音声伝送機能をＨＤＭＩ入力１に割当てることを記憶部に記
憶させ、通信部２２０とＨＤＭＩ入力１の間にあるスイッチ２１４を接続状態、他のＨＤ
ＭＩ入力２につながるスイッチ２１７は非接続状態としておく。
【００３４】
　次にＣＥＣの仕組みからＨＤＭＩ入力１に検出された機器がオーディオアンプである場
合は、初期状態５２１を継続する。
【００３５】
　ここで、オーディオアンプがＨＤＭＩ入力２に検出された場合は、状態５２２へ移行し
、音声伝送機能の割当を入力１から入力２に変更することを記憶部に記憶させ、通信部２
２０とＨＤＭＩ入力１の間にあるスイッチ２１４を非接続状態、ＨＤＭＩ入力２につなが
るスイッチ２１７を接続状態として、音声伝送機能をＨＤＭＩ入力２に割当てる。
【００３６】
　このように、オーディオアンプを示す論理アドレスを持つ映像源が検出されたＨＤＭＩ
入力２へ、音声伝送を実現する通信部２２０を割当てることによって、ユーザの手をわず
らわす設定変更無しに、自動切換えを実現できる。
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【００３７】
　先の例では、オーディオアンプの論理アドレスを検出して用いる例を示したが、オーデ
ィオアンプから音声信号を要求された時に、割当ての自動切換えを行うようにしてもよい
。この場合、前方スピーカ接続アンプと後方スピーカ接続アンプのように、複数のオーデ
ィオアンプがつながれているときに、複数のアンプへ同じ音声信号を流すことが許される
場合は、スイッチ２１４と２１７を同時に接続状態として使ってもよい。同じ音声信号を
許容されるかどうかは、複数のアンプに対してＣＥＣによる受信能力確認を行うことによ
って表示機器が判断できる。
【実施例４】
【００３８】
　次に、第４の実施例を図８と図９の映像機器の接続形態例を用いて説明する。２３はＴ
Ｖで、ＨＤＭＩ入力２３１、２３２、２３３、放送を受信するチューナ２３４、表示部２
３５で構成されている。１３はオーディオアンプ、１４はＨＤＤレコーダ、１５はＳＴＢ
、３３～３５はＨＤＭＩケーブルである。
【００３９】
　ＴＶ２３は、ＨＤＭＩ入力から音声信号を接続された映像機器へ出力する機能を有し、
必要とするＨＤＭＩ入力へその機能を順次割当てるもので、例えば、第３の実施例で示し
た表示機器２１である。ＴＶ２３のＨＤＭＩ-Ａ入力２３１に、オーディオアンプが接続
されていることを検出したＴＶ２３は、ＨＤＭＩ－Ａ入力２３１に音声出力機能を割当て
、割当てた結果を表示部２３５に表示してユーザへ知らせるように制御する。
【００４０】
　ここで、図９に示すように、オーディオアンプ１３とＨＤＤレコーダ１４のＨＤＭＩ接
続ケーブル３３と３４とを入れ替えると、ＴＶ２３はその入れ替えを検出し、ＨＤＭＩ－
Ｂ入力２３２に音声出力機能を割当てなおし、割当てた結果を表示部２３５に表示してユ
ーザへ知らせるように制御する。ＨＤＭＩ接続ケーブル３３と３４と入れ替えは、例えば
映像源から表示機器へ与えられるＥＤＩＤ読出し回路用の電源ＤＤＣ＋５Ｖが、ケーブル
入換え時に途絶えることを認識し、その途絶えた端子に接続された機器の種類を接続相手
機器に問い合わせるようにして検出すればよい。
【実施例５】
【００４１】
　次に、第５の実施例を、図１０を用いて説明する。図１０は映像機器のＨＤＭＩ入力部
分の配置図である。先に説明した実施例では、複数のＨＤＭＩ入力で当該入力よりも少な
い数の機能ブロックを共有する場合に、どのＨＤＭＩ入力に共通インタフェース機能ブロ
ックが割り当てられているかは映像表示を行う画面上にＯＳＤ表示させたものであった。
【００４２】
　これに対して本実施例では、図１０に示すように、その表示をＨＤＭＩ入力コネクタの
近傍に配置されたＬＥＤを光らせて、どのコネクタに共通インタフェース機能ブロックの
機能が割当てられているかを表示させるものである。
【００４３】
　さらに、このＬＥＤは動作状態に合わせて、例えば機能割当ての有無を点灯／非点灯や
色変化で、また機能割当て時の通信速度を点滅速度や輝度で表現して、その動作状態をユ
ーザに知らせ、ユーザがその動作を確認できるようにしてもよい。
【００４４】
　この表示により、ユーザへ安心感を与えるメリットがある。尚、表示はＬＥＤでなくて
も、ＬＣＤやＥＬ、電子ペーパーなどの表示デバイスであってもよい。また、ＨＤＭＩ入
力コネクタが装置の背面に設置されている場合、通常の使用状態でユーザからは見えない
状態であることが考えられる。このような場合は、共通インタフェース機能ブロックの割
当を装置前面にＬＥＤを設けて表示したり、装置前面のＬＣＤ等の表示部に表示したりし
てもよい。
【実施例６】
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【００４５】
　図１１は、第６の実施例を示す説明図である。第１の実施例を説明した図１では、表示
機器２１がＨＤＭＩ入力１と２を有していたが、図１１では、ＳＴＢ１６がＨＤＭＩ入力
１とＨＤＭＩ出力３を持つ場合を説明している。図１と同機能のものは同じ番号を付して
おり、説明を省略する。
【００４６】
　映像源１１とＴＶなどの映像受信機２６が、ＳＴＢ１６とＨＤＭＩケーブル３１と３３
で接続されている。映像受信機２６は、映像・音声受信部２６１と、ＥＤＩＤ部２６２、
ＣＥＣ通信部２６３、通信部２６から構成され、ＨＤＭＩケーブル３３からの映像・音声
出力を受信する機能を持っている。ＨＤＭＩケーブル３３は、ＴＭＤＳライン３３１と、
ＤＤＣライン３３２、ＣＥＣライン３３３、信号線３３４から構成されている。
【００４７】
　ＳＴＢ１６は、映像・音声受信部２１１とＥＤＩＤ部２１２、ＣＥＣ通信部２１３、ス
イッチ２１４と１６７、記憶部１６８、制御部１６９、通信部１７０、切換えスイッチ１
７１、チューナ１７２から構成されている。ＳＴＢ１６は、ＨＤＭＩ入力１に入力された
映像源１１の映像・音声出力と、内蔵するチューナ１７２の映像・音声出力を、スイッチ
１７１で切換えて、ＨＤＭＩ出力３から映像受信機２６へ伝送する機能を持っている。
【００４８】
　共通インタフェース機能ブロックである通信部１７０が双方向高速通信を提供する場合
を例にとって、以下、説明する。
【００４９】
　ＳＴＢ１６が映像受信機２６と高速双方向通信を必要とする場合、スイッチ１６７を接
続状態、スイッチ２１４を非接続状態として、通信部１７０と通信部２６４の間で通信を
開始すればよい。通信前に何らかの初期設定が必要な場合は、ＣＥＣライン３３３を経由
してＣＥＣ通信部２１３とＣＥＣ通信部２６３が初期設定情報をあらかじめ交換してもよ
い。
【００５０】
　また、映像受信機器２６がＳＴＢ１６と高速双方向通信を要求する場合は、ＣＥＣライ
ン３３３経由でＣＥＣ通信部２６３からＣＥＣ通信部２１３へ要求メッセージを出しても
よいし、信号線３３４へ要求信号を流してもよい。
【００５１】
　信号線３３４へ通信要求信号を流す場合は、ＳＴＢ１６内に通信要求信号を受信できる
回路（図示せず）を用意する必要があるが、高速双方向通信を実現する回路規模に比べれ
ば小規模であり、共通インタフェース機能ブロックを設けて合理化する効果の方が大きい
。
【００５２】
　通信部１７０を映像受信機２６との通信に割当てた場合、制御部１６９は記憶部１６８
にその割当て情報を登録する。この時、映像源１１から通信要求がＣＥＣライン３１３や
ＨＤＭＩケーブル３１内のその他の信号線から来た場合は、それを拒否する応答を行う。
但し、通信部１７０が映像受信機２６との通信に割当てられていても、実際の通信が行わ
れていない場合、映像受信機２６へ通知又は、問い合わせして許可を得て通信部１７０の
割当先を変更するかは、ＳＴＢ１６の制御部１６９が判断して行えばよい。
【００５３】
　以上、共通インタフェース機能ブロックを１個持つ場合を例にとり、説明してきたが、
インタフェース数より少ない複数の共通インタフェース機能を持ってもよいし、複数種類
の共通インタフェース機能ブロックを用意してもよい。また、スイッチ２１４，１２７，
１６７の接続／非接続は、信号伝達の有無を制御するものであってもよい。
【００５４】
　以上、述べてきたように、共通インタフェース機能ブロックを、複数のＨＤＭＩなどの
インタフェースに適宜割当てることにより、全インタフェースで同時使用することが無い
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実現できる利点がある。さらに、自動的に割当てる仕組みにより、ユーザの手を煩わせる
ことなく、操作ミスの少ない動作環境を提供できる利点がある。
【００５５】
　また、上記実施例では共通インタフェース機能ブロックとして高速双方向通信を実現す
る通信部を例に説明しているが、その他の機能を実現する機能ブロックであってもよい。
【符号の説明】
【００５６】
　１，２，２３１，２３２，２３３　ＨＤＭＩ入力、　３　ＨＤＭＩ出力、　１１，１２
　映像源、　１６　ＳＴＢ、　１１１，１２１，１６５　映像・音声送信部、　１１２，
１２２，１６８　ＥＤＩＤ読出し部、　１１３，１２３，２１３，２６３　ＣＥＣ通信部
、　１１４，１２４，１７０，２２０，２６４　通信部、　２１　ＴＶ、　２６　映像受
信機、　２１１，２１５，２６１　映像・音声受信部、　２１２，２１６，２６２　ＥＤ
ＩＤ部、　１６７，２１４，２１７　スイッチ、　１６８，２１８　記憶部、　１６９，
２１９　制御部、　１７１，２２１　切換スイッチ、　２２２　ＯＳＤ部、　２２３　表
示部、　３１，３２，３３　ＨＤＭＩケーブル、　３１１，３２１，３３１　ＴＭＤＳラ
イン、　３１２，３２２，３３２　ＤＤＣライン、　３１３，３２３，３３３　ＣＥＣラ
イン、　３１４，３２４，３３４　信号線、　５０１，５１１　初期状態、　５０２，５
１２　通信設定状態、　５０３，５１３　通信解除状態、　１３　オーディオアンプ、　
１４　ＨＤＤレコーダ、　１５　ＳＴＢ、　２３　ＴＶ、　１７２，２３４　チューナ、
　２３５　表示画面、　２４１，２４２，２４３　ＨＤＭＩレセプタクル、　２５１，２
５２，２５３　ＬＥＤ

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】
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